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議事日程（第１号）  

令和３年６月 11日  

開   会   午前９時 30分  

日程第１   会議録署名議員の指名  

日程第２   会期の決定  

日程第３   諸般の報告  

日程第４   市長の行政報告  

日程第５   議案第 24号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市税条例等の一部改正）  

日程第６   議案第 25号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市都市計画税条例の一部改正）  

日程第７   議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例  

             措置に関する条例の一部改正）  

日程第８   議案第 27号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和２年度岩出市一般会計補正予算第 10号）  

日程第９   議案第 28号  専決処分の承認を求めることについて  

            (令和２年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第５号 ) 

日程第 10  議案第 29号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和２年度岩出市介護保険特別会計補正予算第４号）  

日程第 11  議案第 30号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和２年度岩出市墓園事業特別会計補正予算第１号）  

日程第 12  議案第 31号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和３年度岩出市一般会計補正予算第１号）  

日程第 13  議案第 32号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正について  

日程第 14  議案第 33号  岩出市手数料徴収条例の一部改正について  

日程第 15  議案第 34号  岩出市介護保険条例の一部改正について  

日程第 16  議案第 35号  令和３年度岩出市一般会計補正予算（第２号）  

日程第 17  議案第 36号  令和３年度岩出市介護保険特別会計補正予算（第１号）  

日程第 18  議案第 37号  令和３年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）  

日程第 19  議案第 38号  令和３年度岩出市下水道事業会計補正予算（第１号）  

日程第 20  議案第 39号  市道路線の認定について  
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日程第 21  議案第 40号  動産の取得について  

日程第 22  諮問第１号  人権擁護委員候補者の推薦について  

日程第 23  諮問第２号  人権擁護委員候補者の推薦について  

日程第 24  諮問第３号  人権擁護委員候補者の推薦について  

日程第 25  諮問第４号  人権擁護委員候補者の推薦について  
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                  開会             （９時 30分）  

○福山議長  おはようございます。  

  議場内では録音に支障を来すため、携帯電話の電源をお切りください。  

  ただいまから、令和３年第２回岩出市議会定例会を開会いたします。  

  これより本日の会議を開きます。  

  本日の会議は、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告、市長の行政報

告、議案第 24号から議案第 40号までの議案 17件につきましては、提案理由の説明で

す。諮問第１号から諮問第４号までの人権擁護委員候補者の推薦につきましては、

執行部の説明、質疑、討論、議会の意見です。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第１  会議録署名議員の指名  

○福山議長  日程第１  会議録署名議員の指名を行います。  

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第 81条の規定により、尾和正之議員及び

福岡進二議員の両名を指名いたします。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第２  会期の決定  

○福山議長  日程第２  会期の決定を議題といたします。  

  お諮りいたします。  

  本定例会の会期は、本日から６月 30日までの 20日間とすることにご異議ありませ

んか。  

（「異議なし」の声あり）  

○福山議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、本定例会の会期は、本日から６月 30日までの 20日間と決しました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第３  諸般の報告  

○福山議長  日程第３  諸般の報告を行います。  

  ５月 21日に開催された令和３年度和歌山県市議会議長会第１回総会における永年

在職議員表彰で、本市議会においては、増田浩二議員が議員 20年以上の特別表彰を、

井神慶久議員、市來利恵議員が議員 15年以上の一般表彰を受けました。また、５月

26日に開催された第 97回全国市議会議長会定期総会における表彰で、本市議会にお

いては、山本重信議員、井神慶久議員、市來利恵議員が議員 15年以上の一般表彰を

受けましたのでご報告いたします。  
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  皆様、誠におめでとうございます。これまでの議員活動に対しまして敬意を表し

ますとともに、今後も市政発展のためにご活躍を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。  

  次に、本定例会に説明員としての出席者の職、氏名は、配付の写しのとおりであ

ります。  

  次に、本定例会に市長から提出のありました議案等は、配付のとおり議案 17件、

諮問４件と報告４件であります。  

  次に、令和３年第１回定例会から令和３年第２回定例会までの会務の概要は、配

付の議長報告書のとおりであります。  

  次に、令和３年度市議会議長会関係について、事務局から報告させます。  

○事務局  市議会議長会関係について、報告いたします。  

  令和３年４月 16日金曜日、京都市で開催予定でありました第 86回近畿市議会議長

会定期総会については書面での開催となり、議長が書面決議書を提出いたしました。  

  主な内容は、令和２年４月 13日から令和３年３月 31日までの会務報告、令和元年

度会計歳入歳出決算報告、令和２年度会計前期出納検査結果報告、支部提出議案４

件の審議、会長提出議案の令和３年度会計予算の審議及び役員の選任についてであ

りました。  

  書面による決議の結果、報告、議案、協議事項について、原案どおり承認され、

当市は近畿市議会議長会理事及び全国市議会議長会評議員並びに市議会議員共済会

代議員に選任されました。  

  次に、令和３年５月 21日金曜日、紀の川市で開催予定でありました令和３年度和

歌山県市議会議長会第１回総会についてはウェブでの開催となり、議長が出席いた

しました。  

  主な内容は、令和３年２月 10日から令和３年５月 20日までの会務報告、令和２年

度会計決算報告及び令和３年度会計予算案の審議、次期総会開催市と日程及び近畿

市議会議長会支部提出議案の協議についてでありました。  

  会議の結果、報告、議案、協議事項について、原案どおり承認されました。  

  次に、令和３年５月 26日水曜日、東京都で開催予定でありました第 97回全国市議

会議長会定期総会については書面での開催となり、正副会長、監事選任案、部会提

出議案 27件及び会長提出議案５件の議案審議、部会等推薦役員の選任、顧問、相談

役委嘱案の各協議事項の賛否について、議長が書面にて回答いたしました。  

  書面による協議の結果、全ての議案について可決されました。  
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  次に、令和３年５月 27日木曜日、東京都で開催予定でありました市議会議員共済

会第 122回代議員会については書面での開催となり、役員の選任、令和２年度会計

決算の認定、第 121回代議員会協議事項の専決処分の承認の各協議事項の賛否につ

いて、議長が書面にて回答いたしました。  

  以上です。  

○福山議長  以上で、諸般の報告を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第４  市長の行政報告  

○福山議長  日程第４  市長の行政報告を行います。  

  市長。  

○中芝市長  皆様、おはようございます。失礼します。  

  議員の皆様におかれましては、平素より、岩出市の発展に対し、ご支援、ご協力

を賜り、誠にありがとうございます。   

  また、本日は、ご多用にも関わりませず、皆様方にご出席をいただき、令和３年

第２回岩出市議会定例会を開催できますこと、厚くお礼を申し上げます。  

  さて、猛威を振るう新型コロナウイルス感染症についてですが、４月 25日より大

阪をはじめとする都道府県に順次、緊急事態宣言が発出され、また、その期限が延

長されるなど、依然として厳しい状況が続いております。  

  岩出市でのワクチン接種につきましては、４月 26日より施設入所の高齢者への接

種を開始し、５月 16日より総合保健福祉センターにおいて、一般の高齢者に対する

集団接種を実施しております。国の方針に従い接種が早期に終了できるよう、鋭意

取り組んでまいります。  

  それでは、本会議の開会に当たり、当面の岩出市行政について、ご報告をいたし

ます。  

  初めに、岩出市根来地区の産業廃棄物許可申請等に係る事前調査書についてであ

りますが、市民、市議会等の皆様方のお力添えをいただきましたおかげで、３月 23

日、県に対し、事前調査廃止届出書が提出されました。誠にありがとうございまし

た。  

  次に、市制施行 15周年記念令和３年度市民表彰式についてであります。６月 20日

日曜日、午後１時 30分より市民総合体育館において、感染対策を講じながら挙行い

たします。  

  議員の皆様におかれましては、ご多用とは存じますが、ご臨席賜りますようお願



－6－ 

い申し上げます。  

  次に、「クリーン缶トリー運動イン岩出」についてであります。毎年７月の河川

愛護月間に、「ごみのないまち・きれいなまち・美しいふるさとづくり」の推進を

目的として開催しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、残

念ながら、昨年度に引き続き、今年度も見送ることを決定いたしました。  

  なお、生活環境の保全に対する認識を深めることは重要であることから、新型コ

ロナウイルスの感染状況を踏まえながら、地域の清掃活動等を支援するとともに、

美化意識の向上のため、創意工夫し、取組を進めてまいります。  

  次に、地域経済の活性化についてであります。新型コロナウイルス感染症拡大に

よる経済活動の低迷が長引いている影響で、市内事業者は深刻な打撃を受けていま

す。市では商工事業者の支援と早期の経済回復を図るため、昨年度に引き続き国の

地方創生臨時交付金を活用してプレミアム商品券事業を実施する予定であります。  

  なお、これに要する経費については、本定例会において補正予算を上程しており

ますので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。  

  次に、いわで夏まつりについてであります。新型コロナウイルスの感染状況が今

も不安定であり、密集、密接が避けられず、また飲食も伴う形でのイベントの開催

は時期尚早と思われますので、今年度の夏まつりは中止も視野に入れて検討してい

るところであります。  

  次に、教育関係についてであります。学校教育では、新型コロナウイルス感染防

止のための対応方針として、引き続き児童生徒の命と健康を守ることを最優先に学

校運営に努めております。  

  令和２年度の卒業式及び令和３年度の入学式については、規模縮小、時間短縮に

より挙行しましたが、変異株による感染が拡大している中、学校行事については、

今まで以上に慎重な対応が求められるものと認識しており、家庭内感染の防止など、

保護者の皆様方にもご協力をお願いしているところであります。  

  これから夏に向けて、熱中症対策はもとより、新型コロナウイルスの感染状況に

応じて、保護者の皆様方のご協力をいただきながら、児童生徒の健康に配慮した学

校運営に努めてまいります。  

  次に、生涯学習分野についてであります。議員の皆様方には４月 10日の東京 2020

オリンピック聖火リレーにご参加いただき、ありがとうございました。聖火リレー

では、４名の岩出市民がランナーとして参加し、無事に終了いたしました。  

  岩出市では、東京オリンピックの開会日である７月 23日、スポーツの日に、オリ
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ンピック関連行事としまして、東京 2020オリンピック記念イベントを予定しており

ます。また、 10月 30日土曜日から 11月 21日日曜日までの 23日間、和歌山県において、

紀の国わかやま文化祭 2021が開催されます。  

  岩出市では、旧和歌山県議会議事堂を主会場に、 11月 13日のいわで「現代詩の祭

典」 11月 14日のいわで「俳句の祭典」をはじめ、様々な地域文化発信事業の実施を

予定しております。この機会を捉え、岩出市の魅力や文化芸術のすばらしさをＰＲ

してまいりますので、議員の皆様方のご協力をお願いをいたします。  

  本日ご説明を申し上げました、これらの施策の推進に積極的に取り組み、岩出市

政の発展に努めてまいりますので、今後とも、議員の皆様方のご理解、ご支援をお

願い申し上げ、行政報告とさせていただきます。  

  続きまして、ここでいま一度、新型コロナウイルスワクチンの接種状況について、

詳しくご報告をさせていただきます。  

  まず、実施体制については、本年１月 26日、新型コロナウイルスワクチン接種対

応プロジェクトチームを設置いたしました。現在、副市長以下、理事、保険年金課、

子ども・健康課、地域福祉課、総務課危機管理室、情報推進室の職員、総勢 15名を

中心に、那賀医師会岩出班の協力の下、ワクチン接種事業の円滑な実施のため、全

庁体制で対応をしております。  

  65歳以上の方への接種券の発送、接種予約及び接種実績についてご報告をいたし

ます。  

  ４月７日、令和３年度中に 65歳以上となる１万 3,335人に接種券を発送し、同日

よりコールセンターによる電話予約を開始いたしました。接種予約の状況ですが、

６月９日現在、１回目の接種予約者は１万 740人となっており、高齢者施設等の入

所者を除く接種予約率は 86.7％となっております。  

  接種実績についてですが、集団接種は５月 16日日曜日より総合保健福祉センター

を会場に実施しております。また、市内にある 29の高齢者施設等の入所者及び施設

従事者に対しては、４月 26日より施設内での接種を順次実施しており、６月９日現

在、同施設で２回目の接種を終えています。  

  なお、１回目の接種を終えた方については、６月９日現在、高齢者施設の入所者

実施分を合わせて 5,684人であり、対象者に対する接種率は 42.6％、２回目の接種

を終えた方は 1,601人で、接種率は 12％であります。  

  続いて、 16歳以上 64歳以下の方への接種についてご報告をいたします。  

  接種券の発送については、予約時等の混乱を避けるため、年齢を区分し、順次発
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送することとしております。 60歳以上 64歳以下の 3,292人には６月 15日、 50歳以上

59歳以下の 8,187人には６月の 25日、 40歳以上 49歳以下の 7,976人には７月５日、 30

歳以上 39歳以下の 5,851人には７月の 12日、 16歳以上 29歳以下の 7,786人には７月の

20日に接種券を発送する予定としております。  

  接種方法については、基礎疾患のある方を優先した集団接種とし、１回目の接種

を７月 11日日曜日から８月の 22日日曜日の間で実施をいたします。  

  なお、基礎疾患のない方への接種開始時期や方法等については、今後、市ウェブ

サイトなどを通じ、市民の皆様に周知してまいります。 65歳以上の方への接種完了

の見通しが立ったため、 64歳以下の基礎疾患のある方への接種と平行し、子供と接

する機会が多く感染の影響が大きい保育所職員や小中学校教職員への接種について

も順次実施していきたいと考えております。  

  市民の皆様への新型コロナウイルスワクチン接種が一日も早く進むよう、引き続

き関係機関と連携の下、国の施策を見据えながら、 11月末までの接種完了を目指し

て、プロジェクトチームを中心に全庁体制で対応してまいります。  

  以上でございます。  

○福山議長  以上で、市長の行政報告を終わります。  

  市長の行政報告につきましては、会議終了後、その写しを全議員に配付させてい

ただきます。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第５  議案第 24号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例  

        等の一部改正）～  

   日程第 21 議案第 40号  動産の取得について  

○福山議長  日程第５  議案第 24号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市

税条例等の一部改正）の件から日程第 21 議案第 40号  動産の取得についての件ま

での議案 17件を一括議題といたします。  

  提案理由の説明を求めます。  

  市長。  

○中芝市長  ただいま議題となりました諸議案について、ご説明を申し上げます。  

  今回、ご審議をお願いする案件につきましては、専決処分の承認を求める案件が

８件、条例案件が３件、令和３年度の補正予算案件が４件、市道路線の認定案件が

１件、動産の取得案件が１件、計 17件であります。  

  初めに、専決処分の承認を求める案件についてご説明をいたします。  
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  議案第 24号  岩出市税条例等の一部改正、議案第 25号  岩出市都市計画税条例の

一部改正、議案第 26号  岩出市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措

置に関する条例の一部改正については、地方税法などの法令等の改正に伴い、所要

の改正を要したものであります。  

  次に、議案第 27号  令和２年度岩出市一般会計補正予算第 10号についてでありま

すが、既決の予算の総額に 7,769万 5,000円を追加し、補正後の予算の総額を 254億

2,316万 3,000円とするほか、繰越明許費及び地方債について補正したものでありま

す。  

  主な内容は、歳入では、実績による地方消費税交付金、地方特例交付金及び地方

交付税の補正のほか、各事務事業費の精算及び交付決定等による事業財源などにつ

いて、歳出では、各事務事業費の精算のほか、入札等による請負及び購入差額、国

民健康保険特別会計繰出金、介護保険特別会計繰出金、新型コロナウイルスワクチ

ン接種体制確保事業費及び決算収支見込みによる基金積立金などについて補正する

ものであります。  

  また、繰越明許費では、中央小学校空調改修事業費及び学校給食共同調理場空調

改修事業費の追加、新型コロナウイルスワクチン接種事業費及びオリンピック聖火

リレーイベント事業費の額の変更について、地方債では、減収補塡債の追加及び緊

急防災・減災事業に係る起債額の確定に伴う限度額の変更について補正するもので

あります。  

  次に、議案第 28号  令和２年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第５号につ

いてでありますが、既決の予算の総額に 2,320万 1,000円を追加し、補正後の予算の

総額を 56億 1,304万 4,000円としたものであります。  

  主な内容は、歳入では、財政対策補助金（県）のほか、保険基盤安定繰入金（保

険税軽減分・保険者支援分）、出産育児一時金等繰入金、財政安定化支援事業繰入

金、その他一般会計繰入金（地方単独事業波及分）について、歳出では、出産育児

一時金及び国民健康保険事業運営基金積立金について補正するものであります。  

  次に、議案第 29号  令和２年度岩出市介護保険特別会計補正予算第４号について

でありますが、既決の予算の総額から 1,149万 1,000円を減額し、補正後の予算の総

額を 34億 4,091万 8,000円としたものであります。  

  主な内容は、歳入では、介護給付費及び地域支援事業費に係る国・県支出金のほ

か、支払基金交付金、一般会計繰入金、雑入について、歳出では、介護サービス費

に係る保険給付費のほか、介護認定審査会費、認定調査等費、サービス事業費、介
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護予防ケアマネジメント事業費、任意事業費、介護給付費準備基金積立金について

補正するものであります。  

  次に、議案第 30号  令和２年度岩出市墓園事業特別会計補正予算第１号について

でありますが、既決の予算の総額から 1,336万円を減額し、補正後の予算の総額を

2,632万 3,000円としたものであります。  

  主な内容は、墓地使用の申込件数が当初の見込数を下回ったことにより補正する

ものであります。  

  次に、議案第 31号  令和３年度岩出市一般会計補正予算第１号についてでありま

すが、既決の予算の総額に 5,998万 9,000円を追加し、補正後の予算の総額を 170億

3,148万 9,000円としたものであります。  

  主な内容は、歳入では、国の総合経済対策関連事業に係る事業財源について、歳

出では、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費について補正するものでありま

す。  

  次に、条例案件についてご説明をいたします。  

  議案第 32号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正について及び議案第 34号  岩

出市介護保険条例の一部改正についてでありますが、新型コロナウイルス感染症の

影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税及び介護保険料の減免

措置について、令和３年度も引き続き実施するため、所要の改正をするものであり

ます。  

  次に、議案第 33号  岩出市手数料徴収条例の一部改正についてでありますが、行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

に伴い、所要の改正をするものであります。  

  以上、条例案件でございます。  

  続きまして、令和３年度の補正予算案件についてご説明をいたします。  

  議案第 35号  令和３年度岩出市一般会計補正予算（第２号）についてであります

が、既決の予算の総額に２億 8,641万 6,000円を追加し、補正後の予算の総額を 173

億 1,790万 5,000円とするものであります。  

  主な内容は、歳入では、国の総合経済対策関連事業に係る事業財源のほか、コミ

ュニティ助成事業補助金などについて、歳出では、新型コロナウイルス感染症対策

事業費のほか、人事異動等による人件費、介護保険特別会計繰出金、下水道事業会

計出資金、コミュニティ助成事業補助金、授業目的公衆送信補償金制度負担金及び

長期債元金償還金などについて補正するものであります。  
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  次に、議案第 36号  令和３年度岩出市介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いてでありますが、既決の予算の総額から 156万 8,000円を減額し、補正後の予算の

総額を 35億 1,386万 6,000円とするものであります。  

  主な内容は、歳入では、地域支援事業費に係る国・県支出金及び市繰入金につい

て、歳出では、人事異動等による人件費のほか、介護給付費準備基金積立金につい

て補正するものであります。  

  次に、議案第 37号  令和３年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）について

でありますが、既決の収益的支出の予定額から 299万円を減額し、補正後の予定総

額を９億 1,005万 7,000円とするものであります。  

  主な内容は、収益的支出において、人事異動等による人件費について補正するも

のであります。  

  次に、議案第 38号  令和３年度岩出市下水道事業会計補正予算（第１号）につい

てでありますが、既決の収益的支出の予定額から 928万 6,000円を減額し、補正後の

予定総額を９億 4,001万 2,000円とし、既決の資本的収入の予定額から 768万 8,000円

を減額し、補正後の予定総額を 21億 6,458万 1,000円とし、既決の資本的支出の予定

額に 159万 8,000円を追加し、補正後の予定総額を 25億 7,115万 3,000円とするもので

あります。  

  主な内容は、収益的支出、資本的収入及び支出において、人事異動等による人件

費について補正するものであります。  

  以上が令和３年度の補正予算案件であります。  

  次に、議案第 39号  市道路線の認定についてでありますが、開発行為による帰属

道路 12路線を市道認定するため、道路法の規定により、議会の議決を求めるもので

あります。  

  最後に、議案第 40号  動産の取得についてでありますが、情報系システム更改事

業に伴うサーバー及びネットワーク機器等一式の購入について、予定価格が 2,000

万円以上であることから、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例」第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。  

  以上をもちまして、提出しました諸議案の説明とさせていただきます。  

  何とぞ慎重審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いをいたします。  

○福山議長  以上で、提案理由の説明を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第 22 諮問第１号  人権擁護委員候補者の推薦について～  



－12－ 

   日程第 25 諮問第４号  人権擁護委員候補者の推薦について  

○福山議長  日程第 22 諮問第１号  人権擁護委員候補者の推薦についての件から日

程第 25 諮問第４号  人権擁護委員候補者の推薦についての件までの諮問４件を一

括議題といたします。  

  執行部から説明を求めます。  

  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  諮問第１号、諮問第２号、諮問第３号、諮問第４号につきまし

て、一括して説明させていただきます。  

  諮問第１号  人権擁護委員候補者の推薦について  

  人権擁護委員の候補者に下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により、議会の意見を求める。  

  令和３年６月 11日提出  

                             岩出市長  中芝正幸  

  記以下でございますが、  

  住所  和歌山県岩出市中黒 515番地  

  氏名  平野明美  

  生年月日  昭和 27年 10月 19日生  

  諮問第２号では、記以下でございますが、  

  住所  和歌山県岩出市岡田 101番地  

  氏名  西岡正光  

  生年月日  昭和 23年４月５日生  

  諮問第３号では、記以下、  

  住所  和歌山県岩出市野上野 533番地  

  氏名  藤原正章  

  生年月日  昭和 26年６月 29日生  

  諮問第４号では、記以下、  

  住所  和歌山県岩出市根来 1396番地  

  氏名  松尾  隆  

  生年月日  昭和 31年６月６日生  

  でございます。  

  一括して提案理由をご説明させていただきます。  

  人権擁護委員は、任期を３年として、法務大臣から委嘱されており、国民の基本
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的人権が侵犯されることのないように監視し、もし、これが侵犯された場合には、

その救済のため、速やかに適切な措置を取るとともに、常に自由人権思想の普及高

揚に努めることを使命として活動されております。  

  現在、岩出市内には８名の人権擁護委員がおられますが、今回お諮りいたします

のは、うち４名の人権擁護委員候補者の推薦についてであります。  

  まず、諮問第１号は、住所  岩出市中黒 515番地、氏名  平野明美氏の推薦につ

いてであります。現委員の村中隆子氏が、令和３年 12月 31日をもって退任されるこ

とに伴い、その後任に平野明美氏を人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、人

権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見をいただくものです。  

  なお、同氏は、添付しております経歴書にありますように、昭和 50年４月から平

成 25年３月までの長きにわたり、教育者として学校教育に携わってこられました。

また、平成 25年 10月から現在に至るまで、岩出市人権推進懇話会委員、岩出市人権

啓発推進指導員としてご尽力をいただいております。  

  このように長年の教員経験に加え、人権関係分野においても豊富な知識があり、

今後の人権擁護活動などにご尽力いただける人格高潔で、人権擁護について理解の

ある平野氏が最適任であると考えますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。  

  続きまして、諮問第２号は西岡正光氏、第３号は藤原正章氏、第４号は松尾  隆

氏の任期がそれぞれ令和３年 12月 31日をもって満了いたしますので、西岡正光委員、

藤原正章委員、松尾  隆委員を引き続き人権擁護委員の候補者に推薦することにつ

いて、議会の意見を求めるものでありますので、ご審議のほどよろしくお願いいた

します。  

○福山議長  これより質疑に入ります。  

  諮問第１号から諮問第４号までの諮問４件に対する質疑の通告はありません。  

  以上で、諮問第１号から諮問第４号までの諮問４件に対する質疑を終結いたしま

す。  

  お諮りいたします。  

  ただいま議題となっております諮問第１号から諮問第４号までの諮問４件につき

ましては、会議規則第 37条第３項の規定により、委員会の付託を省略することにご

異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○福山議長  ご異議なしと認めます。  
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  よって、諮問第１号から諮問第４号までの諮問４件は、委員会の付託を省略する

ことに決しました。  

  これより、討論及び議会の意見をまとめます。  

  討論及び議会の意見は、議題ごとに行います。  

  諮問第１号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○福山議長  討論なしと認めます。  

  以上で、諮問第１号に対する討論を終結いたします。  

  諮問第１号  人権擁護委員候補者の推薦の件について、議会の意見をまとめます。  

  諮問第１号は、適任とすることに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○福山議長  起立全員であります。  

  よって、諮問第１号は、適任と決しました。  

  次に、諮問第２号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○福山議長  討論なしと認めます。  

  以上で、諮問第２号に対する討論を終結いたします。  

  諮問第２号  人権擁護委員候補者の推薦の件について、議会の意見をまとめます。  

  諮問第２号は、適任とすることに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○福山議長  起立全員であります。  

  よって、諮問第２号は、適任と決しました。  

  次に、諮問第３号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○福山議長  討論なしと認めます。  

  以上で、諮問第３号に対する討論を終結いたします。  

  諮問第３号  人権擁護委員候補者の推薦の件について、議会の意見をまとめます。  

  諮問第３号は、適任とすることに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○福山議長  起立全員であります。  

  よって、諮問第３号は、適任と決しました。  

  次に、諮問第４号に対する討論はありませんか。  
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（な   し）  

○福山議長  討論なしと認めます。  

  以上で、諮問第４号に対する討論を終結いたします。  

  諮問第４号  人権擁護委員候補者の推薦の件について、議会の意見をまとめます。  

  諮問第４号は、適任とすることに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○福山議長  起立全員であります。  

  よって、諮問第４号は、適任と決しました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

○福山議長  以上で、本日の日程は終了いたしました。  

  お諮りいたします。  

  次の会議を６月 17日木曜、午前９時 30分から開くことにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○福山議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、次の会議を６月 17日木曜、午前９時 30分から開くことに決しました。  

  本日は、これにて散会いたします。  

  どうもご苦労さまでした。  

                  散会             （ 10時 12分）  

 

 


